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グループホーム杏 運営規程 

（指定認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護） 

 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

（事業の目的） 

第 1条 

この規程は、医療法人みずほ会が開設する「グループホーム杏」（以下「事業所」とい

う。）が行う指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の

事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、介護保険法並びに関係

法令等の趣旨及び内容に沿った、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な

運営を図るとともに、要介護または要支援２の認定を受け、認知症と診断された方（以

下「利用者」という。）に対し、個々の状態に最適な質の高いサービスを提供すること

を目的とする。 

 

（事業の方針） 

第 2条  

事業の実施にあたっては、共同生活住居において家庭的な環境の下、食事・入浴・排泄等の

介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力

に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援する。 

2. 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、

性別・年齢等を問わず、個々の状態に応じた個別の介護計画を作成することにより、利

用者が必要とする適切なサービスを提供する。 

3. 利用者の身体的および精神的状況を把握する事に努め、その状態や症状に応じ、適切に

対応する。 

4. 生活リハビリテーションの観点から、ホーム内での家事等は、できる限り利用者と介護

員が共同で行う。 

5. 利用者の行動を常に把握し、安全には十分留意する。 

6. 居宅介護事業者やその他の保健・医療サービス、福祉サービスの提供者と連携をとりな

がら、また、関係各市町村とも連携し、利用者にとって、総合的に適切なサービス提供

が受けられるよう配慮する。 

7. 利用者の日常的な健康管理及び入居者の急変に備える方法として、医療機関との連携

体制を整える。 

8. 提供するサービスについて、利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法

についてわかりやすく説明し、同意を得る。 

9. 介護従業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって介護を行う。 

10. 事業所は、利用者の負担により、事業における従業者以外の者による介護を受けさせる
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ことはしない。 

11. 利用者または他の利用者の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束、その他利用者の行動制限を行わない。 

12. 緊急やむを得ず身体拘束及びその他の利用者の行動制限を行う場合においては、「切迫

性」、「非代替性」、「一時性」について十分に検討・確認し、検討内容を記録に残すとと

もに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び緊急やむを得なかった理由

を記録する。 

13. 事業所は、自らその提供するサービスの質の評価・管理を行うとともに、定期的に外部

の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならな

い。 

14. 利用者の看取りについては、指針を定め、充実し納得して生き抜くことができるように

日々の暮らしを営めることを目的として援助する。援助にあたっては利用者の身元引

受人（もしくは家族）と看取り介護についての確認を事前に行い同意書を取り交わす。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第 3条 

本事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名称  グループホーム杏 

 ユニット 1  （定員９名） 

 ユニット 2  （定員９名） 

（２） 所在地： 宗像市田野１３７０番地２ 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務内容 

（従業者の職種、人員数および職務内容） 

第 4条   

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

1. 管理者は、常勤で１名以上とする。 

（１） 管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握及び管理、その他の管理を一元的

に行うとともに事業の提供を行う。 

（２） 管理者は、適切な事業を提供するために必要な知識及び経験を有する。 

（３） 管理者は、業務に支障のない限り他の業務と兼務できるものとする。 

2. 介護従業者は、日中は、各ユニット常勤換算で３名以上とし、夜間及び深夜の時間は各

ユニット従業者を１名ずつ配置する。 

（１） 介護従業者は、介護及び日常生活全般にかかる支援を行う。 

3. 計画作成担当者を常勤 1名配置する。（介護支援専門員） 

（１） 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生

活介護計画を作成し、利用者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

支援する。 

 

第３章 事業所の入居定員及び居室数、事業の方法、内容及び利用料、その他の費用の
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額 

（利用者の定員及び居室数等）  

第 5 条   

利用者の定員は、全室個室の１ユニット 9名。２ユニットで合計１８室１８名とする。 

（事業の内容） 

第 6条   

事業の内容は次のとおりとする。 

1. 入浴、排泄、食事、更衣、整容などの介助 

2. 家事等を行う事による日常生活の中での機能訓練 

3. 日常生活を営むうえで、利用者自身が行う事の困難な事への援助 

4. 趣味嗜好に応じた活動支援 

5. 家族や地域との交流支援 

6. 相談、援助等 

いずれも従業者による見守りや促し等により、利用者が主体となってその有する能力を最

大限に享受できるよう配慮し、出来ない事、困難な事へのさりげない介助及び援助を心がけ

る。 

  

（健康管理） 

第 7条   

従業者は、常に入居者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講

じる。 

 

（介護計画の作成） 

第 8条   

認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画（以下介護計画）を作成す

る。 

2. 介護計画の作成、変更に際しては、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、

同意を得るとともに、利用者または家族に交付する。 

3. 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施

状況についての評価を行う。 

 

（利用料、その他の費用の額） 

第 9条   

本事業の利用料は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とする。法定代理受領サービ

スであるときは、その者の負担割合に応じるものとする。ただし、次に掲げる項目について

は、別に利用料金の支払いを受けることができるものとする。 

（１） 家賃  月額 55,000 円（1,809 円/日）  

（２） 食費  朝食 250 円、昼食 400 円、夕食 500 円（1150 円/日） 

（３） 水道光熱費  月額 20,000 円（658 円/日） 
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2. 前項（１）から（3）は、月の途中で入退居した場合には、日割り計算とする。また、

外泊した場合には、食費・水道・光熱費を日割り計算とする。 

3. 費用徴収に際しては、事前に利用者またはその家族に対し、該当サービスの内容をわか

りやすく説明し、同意を得る。 

4. 前項の他、日常生活に関する費用の徴収が必要となった場合は、その都度、利用者また

はその家族に説明し、同意を得たものに限り徴収する。 

5. 利用料の支払いは、毎月１5日までに発行する、月ごとの請求書に基づき、毎月末まで

に支払いを受ける。 

 

（入居退居にあたっての留意事項） 

第 10 条   

本事業は、要介護者・要支援者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同

生活を営むことに支障がない者に提供する。 

2. 本共同生活住居への入居にあたっては、主治医の診断書等に基づき、認知症状態である

ことを確認する。 

3. 入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活暦、病歴等の把握に努める。 

4. 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対し自ら必要なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の認知症対応型共同生活介

護事業所、介護保健施設、病院等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。 

5. 入居者の退居の際には、入居者及び家族の希望を踏まえたうえで、退居後の生活環境や

介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行う。 

6. 入居者の退居に際しては、入居者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居

宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

るものとの密接な連携に努める。 

 

（衛生管理等）  

第 11 条  

事業所は、利用者の使用する食器その他の設備、備品又は飲用に供する水について衛生管理

に努め、または衛生管理上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適切

に行わなければならない。 

2. 事業所は、当該事業所において感染症が発生し、または、まん延しないように次の各号

に掲げる措置を講じる。 

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図る。 

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施する。 
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（緊急時等における対応方法） 

第 12 条   

従業者は、サービス提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた

ときは、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じると

ともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措

置を講じる 

2. 事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族に連

絡するとともに、必要な措置を講じる。 

事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 

3. 事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対 

4. 応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や

かに行う。 

 

（非常災害・防火対策） 

第 13 条   

非常災害・防火対策は以下のとおりである。 

（１） 防火管理者は事業所管理者をあて、火元責任者は事業所の介護職員をあ

てる。 

（２） 始業時および終業時には、火災防止の為、自主的に火元の点検を行う。 

（３） 非常災害用の設備は、常に有効に保たれるよう留意する。 

（４） 防火管理者は、従業者に対して以下の防火教育、防火訓練を行う。 

＊ 防火教育訓練および基礎訓練を年に 2回以上 

＊ 利用者を含めた総合練習を年に 2回以上 

＊ 非常災害用設備の使用方法の徹底を随時 

 

（協力医療機関および協力歯科医療機関） 

第 14 条   

入居者の心身の状態に異変その他の緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関

と連携をとり、適切な措置を講ずる。 

2. 入居者に健康上の急変があった場合は、関係機関もしくは適切に医療機関と連絡を

取り、救急医療等の適切な措置を講ずる。 

3. 協力医療機関、協力歯科医療機関を定めておく。 

 

・協力医療機関   内科   なや診療所 

                       宗像医師会病院 

・協力歯科医療機関      いながき歯科 
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（看取り介護について） 

第 15 条 

事業所は老人基本法理念、介護保険法思念、法人理念に基づき入居者一人一人の人権を遵守

するため、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関わるガイドライン」（H30

年 3 月厚生労働省）に沿った、「看取り介護指針」を整備し看取りの提供を行う。 

 

2. 看取り介護は、医学的な見解から医師が回復の見込みがないと判断し、かつ医療機関で

の対応の必要性が低いと判断した場合に実施する。本人の意思を尊重した医療・ケアの

方針決定に対する支援に努める。実施については、医師より状況を説明し、看護師・介

護職員・介護支援専門員と連携し看取り介護に関する計画を作成し、ご利用者（入所者）

の保証人等に同意を得て実施する。 

 

（苦情処理） 

第 16 条   

入居者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、

事実関係の調査の実施、改善措置、入居者及び家族に対する説明、記録の整備等、必要な措

置を講ずる。 

 

（個人情報の保護） 

第 17 条   

事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報について「個人情

報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）及び厚生労働省が策定した「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な

取り扱いに努める。 

2. 事業所は、従業者が退職した後も、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことのないよう、雇用契約書に入れている。 

3. 事業所は、関係機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらか

じめ文書により利用者の同意を得ることとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第 18 条   

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ず

る。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図る 

（２） 虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４） 虐待防止の措置を適切に実施するための担当者の設置 

2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者（利用者の家族等高齢者
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を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報する。 

 

（身体拘束に向けての取組） 

第 19 条  

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体

拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録する。事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じる。 

（１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施する。 

 

（地域との連携等） 

第 20 条   

事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等地域との交流に努める。 

2. 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在す

る圏域の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下

この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営

推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営

推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機

会を設ける。 

3. 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記

録を公表する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 21 条   

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

2. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施する。 
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3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行う。 

 

（ハラスメント防止対策） 

第 22 条 

事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の提供確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の職場環境が害

される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。 

 

第 4章 その他、運営に関する留意事項 

（勤務体制確保） 

第 23 条   

入居者に対し、適切な介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定める。 

2. 前項の従業者の勤務体制を定めるにあたっては、入居者が安心して日常生活を送るこ

とができるよう、継続性を重視したサービスの提供を配慮する。 

3. 従業者の資質向上を図るため、採用時の研修及び継続研修、経験に応じた研修の機会を

随時設け業務体勢を整える。 

 

（損害賠償） 

第 24 条   

入居者に対する介護サービス提供にあたって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに

損害賠償を行う。 

2. 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

 

（秘密保持） 

第 25 条   

従業者は、業務上知り得た利用者または家族に関する秘密を保持する。 

2. 従業者でなくなった後にも、利用者または家族の秘密を保持する旨を、従業者との雇用

契約に入れる。 

 

 

（記録の整備） 

第 26 条   

サービスの提供に関する記録の整備をするとともに、これを利用終了後 5 年間保管します。

利用者が前項の記録の閲覧・謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じる。ただし、代

理人に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じる。 

 

その他 

（反社会的勢力の排除） 
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根拠規定  福岡県暴力団排除条例  （平成２2年４月１日施行） 

          宗像市暴力団排除条例（平成 22年 4月 1日施行） 

第 27 条   

事業所はサービスの提供にあたり、サービス利用する者または身元引受人（または代理人）

が次の各号に該当しないことを確認し、かつ将来にわたっても該当しないことを確認する。

該当していると判明した場合は催告無しに直ちに契約解除する。 

（１） 現在、暴力団・暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない

者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標榜ゴロまたは

特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」

という）。 

（２） 暴力団員等が経営を支配している或いは実質的に経営に関与していると

認められる関係を有すること。 

（３） 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的を以ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認めら

れる関係を有すること。 

（４） 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与

をしていると認められる関係を有すること。 

（５） 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

 

第 28 条   

この規程に定められた事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人みずほ会と事業所の

管理者との協議を基に定めるものとする。 

 

附則 

（１）この規程は、令和 8年 5月１日より施行する。 

（2）この規程は、令和 8年 6月 1日より施行する。 


